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プロフィール（平成26年4月1日現在）

名　　　　称 福島県信用保証協会

設立（認可） 昭和24年４月13日

人　　　　格 信用保証協会法（昭和28年８月10日法律第196号）に基づく特殊法人

基 本 財 産 207億円 （資本金に相当）

保証利用企業者数 20,531企業

　　　内　訳 基金63億円（出捐金４１億円、金融機関等負担金22億円）
基金準備金144億円

目　　　　的 信用保証の業務を行い、中小企業者に対する金融の円滑化を図ることを
目的としています。（定款第１条）

事　務　所 福島市三河南町１番20号　コラッセふくしま10階、11階
郡山市朝日１丁目27番４号　プレシャス朝日ビル２階
白河市道場小路96番地５　白河商工会議所会館２階
会津若松市南千石町２番19号　
いわき市平字材木町３番地の１
南相馬市原町区本町１丁目３番地

役 職 員 数 理事16名 （非常勤13名）
監事  3名 （非常勤 ２名）
職員91名 （男性71名、女性20名）

保証債務残高 件数　48，430件      金額　4，378億円

本 店
郡 山 支 店
白 河 支 店
会 津 支 店
い わ き 支 店
相 双 支 店

昭和24年 3月19日
4月13日
5月10日

9月12日
10月 4日
11月11日

社団法人福島県信用保証協会の設立総会開催
社団法人福島県信用保証協会の設立認可
設立登記完了、業務開始、
事務所を福島市本町１７「福ビル」３階、県中小企業振興本部内に設置
財団法人福島県信用保証協会の設立総会開催
財団法人福島県信用保証協会の設立認可
設立登記完了、業務開始、
福島連絡所を福島商工会議所内に設置・郡山連絡所を郡山商工会議所内に設置
若松連絡所を若松商工会議所内に設置・平連絡所を平商工会議所内に設置
白河連絡所を白河商工会議所内に設置・相双連絡所を相双商工会議所内に設置

昭和25年 6月13日
9月 7日

喜多方連絡所を喜多方商工会議所内に設置
中村連絡所を中村商工会議所内に設置

昭和26年 12月26日 白河連絡所を白河支部に昇格

昭和27年 5月 1日
7月30日
8月 8日

福島連絡所を福島支部に昇格
平連絡所を平支部に昇格
若松連絡所を若松支部に昇格

昭和28年 6月13日
12月11日

須賀川連絡所を須賀川商工会議所内に設置
郡山連絡所を郡山支部に昇格

昭和29年 4月30日 信用保証協会法に基づく組織変更認可

昭和32年 11月 9日 本所事務所を「福ビル」３階、３１６号室に移転

昭和33年 9月 9日 相双連絡所を廃止し、相双駐在事務所を設置

昭和34年 3月 1日 各支部の名称を支所に改称、本部を本所と改称

昭和35年 2月12日 相双駐在事務所を相双出張所と改称

昭和38年 1月21日
4月 1日
6月10日

相双出張所を相双支所に昇格
福島支所を廃止、保証課として本所に併合
本所事務所を福島市大町４番１５号「福島県商工会館」２階に移転

昭和41年 10月 1日
10月 5日

平支所の名称をいわき支所と改称
若松支所の名称を会津若松支所と改称

平成15年 7月22日 本所事務所を福島市三河南町１番２０号「コラッセふくしま」内に移転

平成20年 11月10日 いわき支所をいわき市平字材木町３番地の１に移転

平成23年 5月16日
5月30日

白河支所を白河市道場小路９６番地５「白河商工会議所会館」内に移転
郡山支所を郡山市朝日１丁目２７番４号「プレシャス朝日ビル」内に移転

平成25年 ４月１日

11月11日

本所・支所を本店・支店に改称、保証課を福島営業店に改称
会津若松支所を会津支店に改称
会津支店を会津若松市南千石町２番１９号に移転

当協会のあゆみ
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　　信用補完制度とは、「中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ信用保証制度」　と、「信用保証協会が日本政策
金融公庫に対して再保険を行う信用保険制度」の総称です。

　信用保証協会は、地方公共団体、金融機関等から出捐金や負担金を受け基金を造成し、信用保証業務に伴うリ
スクに対する資金的な裏付けをし、信用保険制度により、代位弁済に伴う負担が軽減されます。これらにより信用
保証協会は、さらに広範な中小企業者の方の金融を円滑にすることができるようになります。
　このように、信用保証制度と信用保険制度は有機的に結合し、中小企業金融の円滑化を支援しています。

中小企業者等が金融機関から事業資金を借り入
れる際、信用保証協会が公的な保証人となること
により、中小企業者等の資金繰りを円滑にするこ
とを目的とします。その際、信用保証協会は保証
料を受領し、また、融資が返済不履行になった場
合は金融機関に対し代位弁済を行います。

信用保証協会は、日本政策金融公庫と信用保険
契約を結び、融資が返済不履行になった場合、金
融機関に対し代位弁済を行います。この際、信用
保証協会は代位弁済額の内、一定の金額を日本
政策金融公庫から保険金として受領します。

信用補完制度のしくみ

信用保証制度 信用保険制度
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保証承諾

主要業務数値（５年間の推移）1

14,800

12,563

19,728

8,438

9,765

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

155,794

130,114

301,248

84,138

102,300

77.6

83.5

231.5

27.9

121.6

保証承諾

件数 金額 前年度比

保証債務残高

43,894

42,122

51,389

49,606

48,430

21年度

22年度

23年度

24年度

25年度

358,149

342,992

522,750

473,176

437,780

104.3

95.8

152.4

90.5

92.5

保証債務残高

件数 金額 前年度比

代位弁済
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556
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23年度

24年度

25年度
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7,586

4,700

3,418

4,069

88.0

89.6

62.0

72.7

119.0

代位弁済

件数 金額 前年度比

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）

（単位：百万円、％）
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Ⅲ.信用保証の動向
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業種別保証承諾

204 
234 
208 
113 
629 

1,388 
3,249 
1,049 
1,452 

403 
1,453 

771 
8,377 
9,765 

3,316 
3,268 
2,848 
1,383 
5,765 

16,580 
32,968 
13,098 
11,705 
5,337 

14,051 
8,561 

85,720 
102,300 

3.2 
3.2 
2.8 
1.4 
5.6 

16.2 
32.2 
12.8 
11.4 
5.2 

13.7 
8.4 

83.8 
100.0 

131.3 
112.2 
169.1 
83.1 

108.2 
117.4 
123.4 
118.4 
121.8 
107.8 
115.9 
154.0 
122.4 
121.6 

区　分 件数 金額 構成比％ 前年度比％
（単位：百万円）

業種別保証債務残高

1,248 
1,243 
1,100 

784 
3,986 
8,361 

12,734 
5,155 
8,134 
2,326 
7,665 
4,055 

40,069 
48,430 

14,988 
14,956 
13,905 
9,851 

33,896 
87,596 

106,133 
58,152 
59,406 
29,621 
65,428 
31,444 

350,184 
437,780 

3.4 
3.4 
3.2 
2.3 
7.7 

20.0 
24.2 
13.3 
13.6 
6.8 

14.9 
7.2 

80.0 
100.0 

91.7 
95.5 
94.1 
87.1 
88.3 
90.8 
93.6 
89.5 
92.1 
90.6 
93.4 

100.8 
93.0 
92.5 

区　分 件数 金額 構成比％ 前年度比％
（単位：百万円）

業種別代位弁済

5 
9 
9 

17 
48 
88 
65 
44 
86 
42 
47 
24 

308 
396 

58 
92 
80 

176 
471 
877 
541 
679 
671 
566 
582 
153 

3,192 
4,069 

1.4 
2.3 
2.0 
4.3 

11.6 
21.5 
13.3 
16.7 
16.5 
13.9 
14.3 
3.8 

78.5 
100.0 

59.5 
25.9 

482.5 
212.0 
219.1 
113.9 
64.4 

124.6 
110.4 
577.8 
165.0 
74.6 

120.5 
119.0 

区　分 件数 金額 構成比％ 前年度比％
（単位：百万円）

食 料 品 工 業
機 械 工 業
金 属 工 業
電 気 機 器 工 業
そ の 他 製 造 業
製 造 業 計
建 設 業
卸 売 業
小 売 業
運 送 ・ 倉 庫 業
サ － ビ ス 業
その他非製造業
非 製 造 業 計
合 計

食 料 品 工 業
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サ － ビ ス 業
その他非製造業
非 製 造 業 計
合 計

製造業計
20.0%

建設業
24.2%

卸売業
13.3%

小売業
13.6%

運送・倉庫業
6.8%

その他非製造業 7.2%

サービス業
14.9%

信
用
保
証
の
動
向

製造業計
16.2%

建設業
32.2%

卸売業
12.8%

小売業
11.4%

運送・倉庫業
5.2%

その他非製造業 8.4%

サービス業
13.7%

製造業計
21.5%

建設業
13.3%

卸売業
16.7%

小売業
16.5%

運送・倉庫業
13.9%

その他非製造業 3.8%

サービス業
14.3%

16 17



業種別保証承諾

204 
234 
208 
113 
629 

1,388 
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3.2 
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115.9 
154.0 
122.4 
121.6 

区　分 件数 金額 構成比％ 前年度比％
（単位：百万円）

業種別保証債務残高

1,248 
1,243 
1,100 

784 
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イ
ア
ン
ス
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　信用保証協会は、国及び地方公共団体等関係機関の支援のもとに、中小企業金融の円滑化のための不可欠な
機関として、中小企業施策の重要な一翼を担っていることから、金融機関と同様に、単なる法令遵守に止まらず社
会規範をも含んだ、いわゆる「倫理法令等遵守」を基本とすることが必要となっています。
　このような状況下で、福島県信用保証協会は、「福島県信用保証協会倫理憲章」を制定し「具体的行動基準」を策
定いたしました。
　信用保証協会法は基より、内部規程、社会規範、倫理、社会通念等を基本とし、役職員一体となって周知徹底をは
かり「信用保証」機能を通じて、中小企業金融の円滑化と、中小企業の健全な育成を図り、また、コンプライアンスを
推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、遵守状況の把握などを行うと共に、統括部署を定め、コンプライ
アンスマニュアルの整備や実践状況を監視しています。
　このような管理体制の整備・構築を図り、組織として対応することは、信用保証制度全体に対する更なる信頼の
確立に繋がるものと考えております。

⑴ 法令・ル－ル等の遵守     ⑹ 反社会的勢力への対応強化
⑵ 誠実な職務の遂行     　（対応連絡会議の設置とデータベース構築管理）
⑶ 守秘義務の履行     ⑺ 外部からの苦情・トラブルへの対応
⑷ 職務上の地位と関係者との付き合い   ⑻ 職場秩序の維持
⑸ コンプライアンス関連事項への対応   ⑼ 違反行為の報告
       ⑽ 懲罰

1 信用保証協会の公共性と社会的責任の認識
　信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて信頼の確立を図ります。

2 質の高い信用保証サ－ビス
　経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サ－ビスの提供を通じて、地域経済の発展に貢献します。

3 法令やル－ルの厳格な遵守
　あらゆる法令やル－ルを厳格に遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公正な事業活動を遂行します。

4 反社会的勢力との対決
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決します。

5 地域社会に対する貢献
　広く住民とのコミュニケ－ションを図りながら、地域社会への貢献に努めます。

信用保証協会倫理憲章

コンプライアンスの取り組み姿勢

■具体的行動基準

Ⅶ.コンプライアンスの取り組みについて

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

顧
問
弁
護
士

コンプライアンス委員会

相　談

回答・指導

回答・指導

職　　員

コンプライアンス担当部署

コンプライアンス担当者

コンプライアンス統括部署
コンプライアンス統括室

・マニュアル等の策定・改定
・態勢のチェック及び管理
・関連事項の審議
・関連事項発生時の対応
　及び再発防止策の審議

・委員会の運営
・企画、立案、推進等の取り
　まとめ
・再発防止策の検討及び
　適切なフィ－ドバック

・モニタリング
・相談窓口
・啓蒙活動等

指示

チェック
報告

調査

指示

チェック

報告

相談

相談

調査

指示

啓蒙活動

報告

相談

報

　
　
告

　
・

　
相

　
　
談

報

　
　
告

　
・

　
相

　
　
談

コンプライアンス管理体制

会　長

38 39



コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　信用保証協会は、国及び地方公共団体等関係機関の支援のもとに、中小企業金融の円滑化のための不可欠な
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会規範をも含んだ、いわゆる「倫理法令等遵守」を基本とすることが必要となっています。
　このような状況下で、福島県信用保証協会は、「福島県信用保証協会倫理憲章」を制定し「具体的行動基準」を策
定いたしました。
　信用保証協会法は基より、内部規程、社会規範、倫理、社会通念等を基本とし、役職員一体となって周知徹底をは
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